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会議の顛末

一般質問（１２月３日）

議長（川上守）

皆さん、おはようございます。ただいまの

出席議員数は８人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程はお手元に配布のとおりで

す。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

７番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

皆さんおはようございます。今日は傍聴者

の皆さんが会場に来られなくて残念でありま

すが、インターネットでご視聴の皆さん、お

はようございます。日本共産党の中尾理明で

す。朝早くからご覧くださり、ありがとうご

ざいます。

地方創生をマニフェスト、ライフワークと

して地元鳥取の期待を一身に集められた石破

首相でしたが、参議院選挙で与党過半数割れ

に追い込まれ、その後、登場した高市首相、

その政治姿勢は連立相手の日本維新の会とと

もに、歴史逆行にかじを切ったのではないか

と表現しても過言ではない言動が日増しにあ

らわになっています。維新の会が連立の絶対

条件としたのが、衆議院議員定数削減です。

議員定数削減は多様な民意を切り捨てるもの

であり、黙って見過ごすことはできません。

１１月３０日の日本海新聞社説は、「自民と

維新も個別に定数減を協議している。与党が

主導すべきではなく与野党協議で集約すべき

だ。最終的には数で押し切ればいいという考

えがあるとしたら、傲慢そのものだと言わざ

るを得ない」と厳しく指摘しました。しかし、

自維政権は新聞社の責任ある論及を大きく裏

切り、一昨日、与野党協議の結論が法施行後

１年以内に出ない場合は、衆議院の定数をお

よそ１割削減、小選挙区２５議席、比例２０

議席を削減するという党利党略による議員定

数削減を公にしたことは絶対許すことはでき

ません。

そして本日の日本海新聞社説は、「企業献金

は金のかかる政治の原資であり、その禁止や

規制強化こそが身を切ることになるのではな

いか」と、自維政権が裏金問題の究明より、

定数削減を拙速に進めたことに対する批判を

重ねています。１１月１８日にこの問題の与

野党協議が始まったばかりにもかかわらず、

このような合意は削減ありきで国会軽視も甚

だしいと言わなければなりません。

また、臨時国会衆議院予算委員会で高市首

相は、台湾有事で戦艦を使って武力行使も伴

うのであれば、これは存立危機事態になり得

るケースだと発言しました。これに対して立

憲民主党、日本共産党の議員から撤回を求め

られたにもかかわらず、それを拒み、いまだ

撤回していません。専守防衛を逸脱し、日本

が攻撃も侵略も受けていないのに集団的自衛

権発動により、自衛隊の武力行使が可能とな

る重大な発言です。

戦後８０年、自衛隊員が海外での戦闘で１

人も死者を出していないのは憲法９条がある

からです。高市政権が民意を踏みにじり、平

和憲法をないがしろにするような暴走を始め

たことに怒りを禁じ得ません。私はこのよう

な反動政治、悪政を何としても許さない、世

論と行動を高めていかなければならないと感

じます。私はその一員として力を尽くしたい

と思うものです。

それでは、通告に従い質問を行います。最

初の質問は、補聴器購入助成制度の創設につ

いてであります。昨年３月定例会で私の一般

質問に対し、令和６年度町村会は、鳥取県に

対し、身体障害者手帳対象以外の方に対する

補聴器購入への助成制度について要望したが、



県は、要望のあった団体、市町村とも議論を

深めていくとの回答であったと町長は説明さ

れました。この件に関する現在の県の対応、

制度創設の動きはないのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

おはようございます。中尾理明議員の一般

質問にお答えをいたします。

身体障害者手帳対象外の方に対する補聴器

購入等への助成制度に関する県の動向につい

てのご質問でございますが、県の担当課、長

寿社会課ですけれど、そちらの方に確認をし

ましたところ、令和６年度及び令和７年度に

おいて、身体障害者手帳の交付基準に該当し

ない加齢性難聴者の補聴器購入費に係る国の

補助制度の創設について、地方６団体として、

国に対し要望を行っているところであり、県

で独自の補助を行うことは考えていないとい

うことでございます。

なお国に対する要望の内容は、読み上げさ

せていただきますと、「近年、聞こえづらさは

認知症の危険因子の一つという研究発表が示

されているが、補聴器を装着することで、認

知症のリスクが軽減するかどうかは明らかに

されていない。認知症に対する補聴器の有効

性を明らかにするため、国立研究開発法人国

立長寿医療研究センターが実施している『補

聴器による認知機能低下予防の効果を検証す

る研究』の研究結果を早急に明らかにするこ

と。そのうえで、有効性が確認されたときは、

国において補聴器購入費に係る支援制度を創

設すること。」ということでございます。以上

でございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

国に対する要望は、県を通じてやられてい

るということだというふうに思います。ただ、

いわゆる難聴の方での補聴器使用によるその

効果というようなことの検証を掲げておりま

すけれども、それは県としての取組には不可

欠な一つではあるだろうと思いますけれども、

全国でこのような、補聴器助成制度が行われ

ているということからすると、要望の中身は

ちょっと遅いかなと。そういうふうにも思い

ます。

それでは、関連しますので、次の２つ目に

入ります。大山町は、本年度７月から補聴器

購入に対する助成制度を実施されています。

その目的として、「聴力の低下により、日常生

活に支障がある高齢者の方に対して、補聴器

購入費の一部を助成することで、閉じこもり

や認知機能の低下等を防ぎ、積極的な社会参

加及び地域交流を支援します。」と明快に説明

されています。

昨年の質問以降、私の調べでは、新たに倉

吉市が加わり、１９市町の過半数２市８町村

が制度を実施しております。また、岩美町で

は、今年度助成額を３万円から４万円に引き

上げられました。高齢者の加齢に伴う聴力の

衰えは否めませんが、専門家は、認知症へと

悪化する恐れが大きいと警鐘を鳴らしていま

す。

この助成制度は、住み慣れた若桜町で生き

生きと希望を持って暮らし続けることに資す

る制度であると考えます。県の動向にかかわ

らず、町独自の制度創設が必要と考えますが、

所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。認

知症予防の観点からも、県の動向にかかわら



ず、加齢性難聴者に対する補聴器購入費助成

制度の創設が必要と考えるが、所見を伺うと

いうご質問でございます。

先ほど補聴器助成に係る県内の市町村の状

況についてご紹介を頂きましたけれども、県

の調査によりますと、大山町さんがこの事業

を始められたのは本年７月ではなくて、令和

４年の８月からであると。また、岩美町さん

が上限額を引上げられたのは今年度ではなく

て昨年度。また当該補助制度を実施されてい

るのは、本年４月末時点で２市９町村である

というふうに承知をしております。

さて、ご質問の高齢者の聴力の衰えにより、

認知症を発症するリスクが高まるとの視点に

立ってのご提案でございますが、確かに近年

そのような研究が多くなされ、難聴と認知症

には一定の相関関係があるとの発表が続いて

おります。

しかしながら、先ほどの答弁でも触れたと

おり、補聴器による認知機能低下予防の効果

については、国の研究機関において研究が進

められているところであり、補聴器を使用す

ることによって認知症の改善につながってい

るという研究結果は発表されておりません。

またある調査では、聞こえづらさを感じて

いる人で、実際に補聴器を購入している人は

６人に１人であり、購入したものの使用しな

いという方も少なくないという結果もござい

ます。

議員ご提案の趣旨は理解いたしますけれど

も、このような状況の中で補聴器購入費に係

る補助制度の創設については、国立長寿医療

研究センターで実施されている研究の成果を、

まずは注目したいというふうに考えておりま

す。

なお、令和６年３月の答弁でも申し上げた

とおり、まずは専門医に相談していただいて、

身体障害者手帳の取得の可能性についてご検

討いただきたいというふうに考えています。

以上です。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私の数字が間違っていたことを訂正してい

ただいてありがとうございます。ただ残念な

ことに、前回の質問の際に町長が答弁なされ

たことを再度、発言されました。医者にかか

って相談することや、これはさっき言われな

かったかもしれませんけれども、障害者手帳

の取得を考えてみたらどうかというような、

そういう答弁があったんですけれども、今年

の１０月から、後期高齢者医療の窓口負担が、

原則２割から３割に完全実施されるといった

ようなことがありますし、何かと年をとりな

がら、そういう経済的な負担に苦労しておら

れるということは、容易に判断できます。し

たがってそういうこととあわせて、医者にか

かるということはなかなか難しいのが現実だ

ろうと思います。

そういう窓口負担のみならず、現状を見ま

すと、かかりつけ医に相談をかけて、必要な

らば専門医というようなシステムがあるんで

すけれども、果たしてそういうかかりつけ医

から専門医への紹介などがスムーズに行われ

るとは限らないと思います。

また、鳥取市内の主要な病院の中には、紹

介状なしにかかると大方１万円近くの保険外

負担があるというふうに思っております。要

するに、高齢者がそういうふうな気軽に相談

できるような状況ではないということを言い

たい。障害者手帳については言われなかった

かもしれませんけれども、前回言われました、

障害者手帳を取得すること自体が大変困難だ

ということが現実にあります。私も関わった

ことで経験しております。

そういうことを踏まえれば、なかなか個人

の努力では難しいというふうに思います。し

たがって再度、今まで申し上げたことについ



ての町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

医者にかかって、そこで障害の認定を受け

るというのも一つの方策であるというふうに

思うわけですけれども、先ほど来、答弁いた

しておりますのは、補聴器の使用が認知症に

かからないための効果があるかどうかという

ところが、今国の研究機関で研究されておる

ということでございます。

実際、難聴の方で、補聴器を買われる方が

６分の１というふうにさっき申しましたし、

補聴器を取得されても、使われない方が一定

数いらっしゃる、そういった状況の中で、本

当に難聴を解消するため、あるいはその認知

症予防するために補聴器を購入される、それ

に対して補助をするということが、効果があ

るのかどうなのかということがまさに国の研

究機関の方で研究されておりますので、そこ

の解明を待ってから判断をしたいということ

でございますので、ご理解をいただきたいと

思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

重ねてお尋ねします。通告でも書いてある

んですけれども、町長の訂正された数字で、

２市９町村が実施されているという、そうい

う現実についてはどう思われますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

半分の自治体が県内でもされているという

ことではありますけれども、県を通じて国の

方に要望を上げている中で、今申し上げまし

たように、国の研究機関の効果の解明を待っ

てから判断をするということでございますの

で、若桜町としてはそういう方針に従ってや

っていきたいということでございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ちょっと残念であります。高齢者のうち、

どれだけの方が難聴で困っておられるかとい

う、そういうアンケート結果が私の手元にな

いもんですから何とも言えないところもある

んですけれども、恐らく数十という単位であ

るかどうかちょっと私も今すぐには言えない

ですけれども、そういう方々が、３万円なり

４万円の町の助成で、耳の悪い方が少しでも

日常生活がスムーズにできるような、そうい

うことになれば、非常に町としての暮らしぶ

りがよくなる一助になるんじゃないかという

ふうに思います。予算的には非常に少ない予

算でできると思いますので、ご検討いただき

たいと思います。１番目の質問を終えます。

それでは２番目の質問に移ります。２番目

の質問は、町内畜産業者への支援についてで

あります。畜産業界は、飼料の価格の高止ま

りが解消されず、流通コストほか異常な物価

高騰のあおりを受け、諸経費が増大し、経営

を圧迫していると言われております。この間

私は、「いざという時には、自らの積立金の取

り崩しで凌いでいるが、先が見通せない」と

の窮状を聞く機会がありました。現在飼育さ

れている町内業者は、昨年９月時点の町の説

明によると、牛３件、豚２件とされています

が、いずれも飼料の高騰などの影響で厳しい

経営状況であると推測します。

養豚農家は東部全体で３件、鳥取市気高町

１業者以外は地元吉川のみと聞きました。吉



川の２業者の方は、加工・製品にも注力され、

ふるさと納税の返礼品提供に大きな役割を担

っておられます。地場産業としての畜産業の

振興、特産品加工・販売に努めておられる農

家の方々に対し、町としての応援が求められ

ていると考えています。昨年度、畜産農家へ

の支援事業が実施されましたが、当時より状

況は悪化していると推測します。前回より助

成額を拡充した形で行なうべきではないかと

考えますが、所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

飼料の価格の高止まりが解消されず、異常

な物価高騰のあおりを受け、経営が圧迫され

ていると言われている畜産業界について、町

内業者はいずれも厳しい経営状況であると推

測するが、昨年度、畜産農家へ実施された支

援事業を、前回より助成額を拡充した形で行

うべきではないか、とのご質問でございます。

畜産業の現状については、議員ご質問のと

おりであると考えておりまして、町としても、

農家の方へヒアリングをさせていただいてい

るところですが、飼料価格や流通価格の高騰

による影響を受けておられ、経営を圧迫して

いる状態であることが伺えました。

現在、経営に及ぼす影響の緩和対策として、

肉用牛及び養豚では、経営安定交付金制度、

通称牛マルキン・豚マルキンと呼ばれている

支援制度がございまして、発動ラインである

標準的販売価格が標準的生産費を下回った場

合、その差額の９割が交付金として交付され

るものとなっています。

しかし、豚マルキンにつきましては、企業

経営も含む全国一律の算定方式のため、制度

設計上、発動ラインを下回るに至らない状況

が平成２５年度から続いておりまして、制度

の恩恵を受けられない状況が続いています。

なお、牛については、発動条件を満たし、

交付金の交付は行われていますが、マルキン

の補填は標準的コストを用いた算出方法とな

っているため、実際のコストの方が高く、補

填が実態に追いつかない等の理由により、経

営が厳しくなってきている状況に変わりはな

いということでございます。

町としましては、令和４年度に鳥取県が創

設した畜産経営緊急救済事業費補助金へ追加

支援をする形で、同年に、単年度のみの事業

として若桜町畜産経営緊急支援事業費補助金

を創設し、肉用牛農家２軒、養豚農家２軒に

対し補助金交付を行ったところでございます。

しかしながら、畜産農家の現状に鑑み、ま

た、若桜の地場産業を守っていくためにも、

持続可能となり得る支援を行う必要があると

考えています。現在、過去の補助金制度も参

考とし、物価高騰対策等を踏まえて拡充され

る見込みの、国の重点支援地方交付金の活用

も念頭に、新たな補助金制度の創設について

検討を進めているところでございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の方から今の畜産農家の経営状況をお

話されて、私なりに勉強になりました。その

中でもあったマルキン制度ですか。国の方で

９割を負担して、あとの１割を関係畜産業者

の方が負担するような制度でありますけれど

も、先ほどもお話のありましたように、養豚

農家の方のそういう助成がなかなか追いつか

ないというような現状もあるというふうに聞

いて驚きました。

私の聞いた業者の方については、積立金を

いざという時には取り崩して対応しておると

いうことをおっしゃってましたけれども、い

ざという時の生産者の１割負担やその他の影

響で、急な場合に備えての積立てと取崩しを



繰り返していらっしゃるんじゃないかと推測

するものです。

したがってそういう現状を踏まえての国の

制度や、色々なことを検討して前に進められ

るという、町長のご答弁であったと思います

ので、ぜひ前へ進めていただきますよう再度

お願いして、次の質問に移ります。

次の質問は、地域通貨、おにっこＰａｙに

ついてであります。地域通貨は愛称が決まり、

１０月２３日の常任委員会で、来年２月末ま

でに全町民にカードを配付し、３月２日に運

用開始の予定であると説明されました。

私たち議員は１０月に各集落へ出向き、議

員座談会を行ないましたが、その際に、町民

の方から、全町民に伝達、普及するのは大変

だ、高齢者によくわかるようにすべきだ、な

どの意見が出されました。

課の資料では、今後も町報や町・商工会の

ホームページで情報を発信するとされていま

すが、集落へ直接出向いて説明する予定はな

いのかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

デジタル地域通貨おにっこＰａｙについて、

今後も町報や町・商工会のホームページで情

報を発信するとされているが、集落へ直接出

向いて説明する予定はないか伺う、とのご質

問でございます。

デジタル地域通貨おにっこＰａｙについて

は、令和８年３月からのスタートに向けて、

システム構築やカードの印刷、若桜町商工会

との委託内容の調整、加盟店説明会・募集等

を随時進めております。

町民向けの周知広報については、議員と同

じく、町としても重要性を認識しており、愛

称・デザイン募集を兼ねたＩＰ告知端末での

発信や、広報わかさの記事掲載を行ってきた

ところです。

今後もおにっこＰａｙのスタートに向けて、

カードとアプリの利用方法や利用可能な店舗

の情報、お得なキャンペーン情報を町民向け

にお知らせすることを考えております。告知

方法については、広報わかさやＩＰ告知端末、

町・商工会のホームページを活用する予定で

す。

先にデジタル地域通貨を導入している日南

町におきましては、高齢者が集まるイベント

の際などに利用の呼びかけを行ったと聞いて

おります。また、各加盟店での丁寧な説明の

成果もあり、全町民が保有するカードの利用

率は９割を超えているとお聞きしております。

おにっこＰａｙは、普段のお買い物に利用

できるだけでなく、町の様々な施策にも活用

する予定ですので、町民の皆様には積極的に

ご活用いただきたいと思います。

ご質問のような町民に直接説明をする機会

についても、サービス開始後の状況を見極め

ながら、検討してまいりたいと思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

色々な手段を使って周知に努めるというご

答弁だったというふうに思います。私の質問

であります集落に出向いての説明については、

残念ながらご答弁で伺えなかったのでありま

すが、スタートして周知が色々な形で図られ

る中で、それぞれの集落、自治会で、なお説

明を求めたいという声があれば、対応はされ

ますよね。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

集落の方から強い要望があれば出向くこと



はやぶさかではございませんけれども、ＩＣ

カードを全員にお配りして、それをお店に持

っていけば、基本的にはお店の人も使い方な

り教えていただけると思いますし、例えば、

エスマートの CoGCa（コジカ）カードといっ

たようなものと使い方は一緒ですので、そん

なに使い方が難しいということはなく、むし

ろどういった用途に使えるかとか、カードの

趣旨でありますとか、そういうところは、広

報わかさなりホームページなりでしっかり説

明していきたいと思っております。以上です。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

要望があれば、各自治会集落にも出向いて

いただきたいと思います。こういう公の場所

で、委員会でも説明があったことを確認する

形になるんですけれども、おにっこＰａｙを

使って買物した場合、チャージすると残高と

ポイントが分かるようになっているんでしょ

うか。そういうシステムについてお伺いしま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

政策統轄監の方からご説明をさせていただ

きます。

政策統轄監（武田詢）

政策統轄監の武田でございます。先ほど議

員からありました、チャージした際の現金部

分とポイント部分との区別がつくようになっ

ているかというご質問でございますけれども、

これにつきましては、各お買物をした際のレ

シートに残高、電子マネーの部分とポイント

の部分と区別をして印字される予定でござい

ます。

また、今回スマートフォンアプリの方も整

備をする予定でございまして、アプリの利用

者はいつでも自分のスマートフォン端末から

ご確認をいただけるような仕様とする予定で

ございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ありがとうございました。質問の２つ目で

す。今年１０月の常任委員会で、９月下旬に

加盟店募集説明会に２６事業者が参加された

と説明を受けました。その委託先を商工会と

伺っていますが、それら事業者全てが加盟す

るとは限らず、事業の維持はできるのか、見

通しを伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。お

にっこＰａｙの加盟店募集説明会に２６事業

者が参加したと聞いているが、それらの事業

者全てが加盟するとは限らず、事業の維持は

できるのか見通しを伺う、とのご質問でござ

います。

本年９月２４日から２６日まで、おにっこ

Ｐａｙの加盟店募集説明会を実施し、３日間

で２６事業者にご参加いただきました。参加

した事業者からは、おにっこＰａｙの導入に

向けて様々なご意見・ご質問が寄せられ、役

場の担当者及び地域通貨のシステム事業者か

ら検討状況をお答えしました。

その後、若桜町商工会員向けに加盟の意向

に関するアンケートを実施し、現時点では、

「加盟したい」が１６社、「どちらかといえば

加盟したい」が８社と、前向きな回答の事業



者が合計２４社となっております。なお、こ

のアンケートは正式な加盟店登録の手続きで

はなく、未回答の会員もございます。

ご質問の事業の維持の見通しにつきまして

は、加盟店からいただく手数料のみでおにっ

こＰａｙの事業全体を賄うものではございま

せんので、加盟店が少ないからといって事業

の継続性に大きな影響があるものではありま

せん。まずはアンケートで前向きなご回答を

いただいた事業者に加盟いただければ、良い

スタートが切れるだろうと認識しています。

いずれにしましても、おにっこＰａｙの普

及には、多くの町内事業者に加盟していただ

くことが必要不可欠でございます。町として

は、参入のコストを下げて、事業者にとって

もメリットが感じられる制度設計としており

ます。

また、町民の皆様から、こういった店舗や

施設で利用できたらいい、といった声をあげ

ていただければ、さらに加盟店の拡大につな

がると思います。一社でも多く、町内事業者

に加盟していただけるようにサービス開始前、

そしてサービス開始後も呼びかけを続けてま

いります。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の明確なご答弁、理解したところです。

この事業が仮に失敗するようなことであれば

大事ですし、その影響が及ぶのは町民の方々

だというふうに思いますので、ぜひしっかり

した取組をされるよう求めます。

今期の私の質問については必ずしも適切な

ものばかりではなかったと振り返っています

が、地方自治体の役割の本旨である住民の福

祉増進を図ることを目指して、この場に立た

せていただきました。

町長は私の質問をどのように感じられたで

しょうか。これまでどおり、上川町長におか

れましては、誠実で的確な行政運営に努めら

れることを期待いたしまして、以上で質問を

終わります。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。３番、梶原明

議員。

議員（梶原明）

皆様改めましておはようございます。３番、

梶原明です。傍聴されている皆さんありがと

うございます。

１１月９日、鬼っこまつりが開催されまし

た。この日、石破茂元総理大臣が１年３か月

ぶりに若桜町に来訪されました。

来られてすぐに国政報告を拝聴させていた

だきましたが、少数野党での国会運営の厳し

さや総理としての大変さなど、ご苦労された

１年であったことが伝わってまいりました。

これまでは総理として日本の全体のことを考

えなければならなかったが、これからは若桜

町のためにまた動けると言われていました。

後は会場の店を１軒１軒丁寧に回られており

ました。

１１月１６日の若桜新そばまつりには舞立

昇治財務副大臣が来訪され、会場を回りなが

ら、若桜町のために一層協力すると言ってお

られました。両代議士の今後より一層のご活

躍を祈念するばかりでございます。

それでは、通告に沿って質問に入りたいと

思います。

１番目、遊休学校施設についてです。若桜

町には遊休化した学校施設があります。今回

の議員座談会でも、学校の今後を心配する町

民の声を耳にしました。

𣇃米分校はゲストハウスなどに利用される

予定でしたが、計画がなくなりました。池田

小学校はアロイ工業の撤退後、大学等の連携

による活用の話もありましたが、まだ決まっ



ていませんし、９月１４日にお化け屋敷のイ

ベントに使われましたが、それ以外には継続

した活用はされておりません。

今後、この２つの施設をどのように活用し

ていくのか、町長のお考えをお伺いいたしま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

梶原議員の一般質問にお答えいたします。

若桜町の遊休化した学校施設である、旧𣇃米

分校と旧池田小学校について、今後、これら

２つの施設をどのように活用していくのか考

えを伺う、とのご質問でございます。

まず、旧𣇃米分校の状況ですが、令和４年

に県内の民間事業者より体験プログラムなど

と併せた宿泊事業についてのご提案がござい

ました。その後、地元集落とも話を共有しな

がら調整を図ってきたところでありますが、

昨年、民間事業者から、事業化における投資

効果が見込めないことを理由に事業中止が決

定されたところで、旧𣇃米分校の利活用には

結びつかなかったところでございます。その

後、集落との協議を行っており、現在、集落

での検討結果を待っている状況でございます。

次に、旧池田小学校については、前の誘致

企業が平成２５年から令和５年の１０年間の

施設使用契約により事業がなされてきました

が、期間満了をもって撤退をされ、その後は、

校舎を町の指定避難所として活用するための

整備など、現在準備を進めているところです。

なお、今年は人材育成事業の一環で、まちづ

くり有志の会が企画した「おばけ屋敷」イベ

ントの会場としても活用されたところでもあ

ります。

その他にも、池田地区に配置している集落

支援員によって、池田地区の方々のニーズ調

査を実施したところ、池田地域の農産物加工

場として活用することへの期待の声も伺った

ところでございます。今後、池田地域で、グ

ループ化や特産品開発など住民の意向を伺っ

て検討したいと考えております。

いずれにしても、旧𣇃米分校、旧池田小学

校、どちらの施設も地元の皆さんの活動拠点

となる施設であり、まだまだ十分使える施設

でございますので、地元の声をしっかり聴き

ながら活用策を検討していきたいと考えてい

るところでございます。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

現在𣇃米分校は利用待ちっていう形、また

池田小学校の方は農産物の加工場の希望が出

ておるということをお伺いさせていただきま

した。

地域の方は、学校設備の維持だけではなく、

継続的な活用を通して地域ににぎわいが創出

されることも狙われているところであります。

特に今町長が企画されております池田を元気

にする会とか、子ども食堂なども、そういう

にぎわいのためのものではないかという考え

を持っております。そういうところも含めた

今後の検討をしていただきたいということを

含めまして次の質問に移らせていただきます。

文部科学省のホームページに、「令和６年５

月１日現在、平成１６年度から令和５年度に

廃校となった７，６１２校のうち、５，６６

１校、74.4％が社会教育施設や、社会体育施

設等の公共施設のほか、体験交流施設や福祉

施設など、様々な用途で活用されている。」と

あります。

自治体単独では、廃校施設を活用したい企

業等へのＰＲに限界があると思います。文部

科学省の「みんなの廃校」プロジェクトなど

を活用して、廃校施設等についての情報を掲

載し、広く民間企業等にも周知して、マッチ



ングを行ってみてはと考えます。町長の所見

をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えします。若桜町の

遊休化した学校施設について、文部科学省が

行っている、「みんなの廃校」プロジェクトな

どを活用して、廃校施設の情報を掲載し、広

く民間企業等に周知してみてはどうか、所見

を伺うとのことですが、

梶原議員よりご提案のありました文部科学

省の「みんなの廃校」プロジェクトは、文部

科学省が平成２２年に立ち上げ、地方公共団

体から掲載希望のあった未活用の廃校施設の

情報を集約、公表することで、廃校施設の活

用推進を図る取り組みであり、令和７年１１

月現在、４０都道府県１９１市町村で、４２

５施設の登録があり募集されております。

その他にも、民間の事業体で取り組まれて

いる「公共Ｒ不動産」などでも、遊休化した

公共空間の情報を全国から集め、使いたい市

民や企業とマッチングするためのメディアな

どがあり、マッチングサイトの活用も方法の

一つであると感じております。

昨年の旧𣇃米分校の説明会の際にも、マッ

チングサイトの活用を提案いたしましたとこ

ろ、地元の思いを優先すべきとの慎重なご意

見もあったところでもあり、マッチングサイ

トを活用するにしても、地元の意向を丁寧に

探りながら進めることが大切であると考えた

ところであります。

ご提案のあった、広く民間企業とのマッチ

ングにより現実に活用が進んでいる事例があ

り、有効な方策であることは認識しており、

選択肢の一つとして検討したいと考えている

ところでございます。

議長（川上守）

梶原明議員。

議員（梶原明）

このマッチングサイトなんですが、鳥取県

では三朝町がこのプロジェクトに一物件、学

校を登録されておりまして、八頭町では、皆

さんご存じのとおり、船岡中学校ですか、あ

そこで酒造会社が入ったりして学校施設を利

用されているというのがあります。

また先日ちょっとテレビの方で紹介されて

いた事案なんですが、ＡＩを開発する企業が、

サーバーを設置するということに対しまして、

あえて学校施設を選び、そしてサーバーの増

設に対しても各教室ごとにサーバー増設がで

きるため利用がやりやすいというような事例

もありました。

また近年の猛暑とか気候変動などで、なか

なか野菜などが作りにくいような状況があり

ますけれども、学校の施設を利用しながら、

研究機関とあわせて、室内での研究の作業と、

それと野菜の生産っていうところなんかも始

まっているというようなことが紹介されてお

りました。

町民の方々、地元の思いもさっきおっしゃ

られておりましたが、そういうところも踏ま

え、そういった気持ちを酌みながら、今後を

見据えた企業とのマッチングなど、また学校

の活用に努めていただきたいということをお

伝えいたしまして、これで私の質問を終わり

ます。

議長（川上守）

暫時休憩いたします。

   午前１０時 ９分  休 憩

   午前１０時２５分  再 開

議長（川上守）



休憩前に引き続き、会議を再開します。

続いて一般質問を許します。

２番、森田二郎議員。

議員（森田二郎）

改めましておはようございます。森田二郎

です。お出かけいただきまして本当にありが

とうございます。

それでは通告に従い質問を行います。２年

間の準備期間を経て３年後の実施を目標に、

古民家を再生した、一棟貸型ホテルの開設を

含むＮＩＰＰＯＮＩＡ事業を推進されますが、

それに先立ってワークショップを開催される

予定と聞いています。このワークショップは、

どういった内容で、どのような着地点想定し、

どの程度の範囲や人数での開催を考えておら

れるのか、伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

森田二郎議員の一般質問にお答えをいたし

ます。ＮＩＰＰＯＮＩＡ事業について、ワー

クショップの内容、着地点、参加者の範囲、

人数等について伺う、とのご質問でございま

す。

株式会社ＮＯＴＥと連携した観光まちづく

り事業につきましては、本年７月１５日に連

携協定締結後、１０月４日に観光まちづくり

セミナーを開催し、町内外から約１１０名の

方が参加されました。

今後の予定といたしましては、エリアビジ

ョンの策定に向けて町民が町の魅力や誇りを

再認識し、主体的に関わる意識を醸成するこ

とを目的として、ワークショップを年度内に

２回開催するよう準備を進めております。

１回目は「地域資源の棚卸」をテーマとし

て、観光まちづくりセミナーのアンケート結

果も参考にしながら、若桜町の魅力を構成す

る有形・無形の資源を再発掘し、参加者間で

共有する予定です。２回目は「町の未来像を

描く」をテーマとして、第１回で挙げられた

地域資源を株式会社ＮＯＴＥが分析した結果

をもとに、参加者自身が「自分や自分の地域

でできそうなこと」を書き出し、未来のエリ

アマップを描く予定です。

各回の参加人数は２０から３０名を想定し、

観光まちづくりセミナーのアンケートでワー

クショップに参加したいと答えた方や、若桜

町商工会や若桜町観光協会など地域の団体、

特に若桜宿内の地域住民、古民家の所有者な

どを中心に、参加を呼び掛ける予定です。ま

た、今後の事業に関わりのある鳥取県庁の関

係課や地域の金融機関にはオブザーバーとし

て参加いただくことを想定しています。

ワークショップの日程等が決まりましたら、

議員の皆様にもご案内いたします。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

丁寧な説明ありがとうございました。実は

この質問に至った理由の一つとして、この間

のセミナーの時の藤原社長の言葉の中に、う

まくいかない地域は、主体性のない地域だと

いうことがありまして、すごく刺さったもの

があります。

例えば、ワークショップの人員を募集した

時に、参加はないというようなことになると、

何かこう寂しい気もしますし、そういう風潮

が、色んなまちづくりの会をしたりしてもな

かなか参加されないとか、意見を出せないと

かっていう方もあるのではないか、そこら辺

が心配になって質問をさせていただいていま

す。

例えば、募集をかけた時に、お願いして来

ていただく方はあっても、例えば一般に公募

するというような方法をとられる場合、応募



がなかった場合はどうされるのかなと心配す

るのですが、こういったことの想定はないと

いうことでいいですか。今のご説明でいくと、

もう指名して募集をされるということでよろ

しいでしょうか。そこをちょっと確認させて

ください。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

セミナーをやった際にアンケートを取って

おりまして、そこでワークショップに参加し

たいかどうかという項目も入れておりました

けれども、その結果によりますと、前向きな

方がたくさんいらっしゃるような感覚は、私

は持ちました。またその詳細につきましては、

政策統括官の方から、アンケートの結果等踏

まえて、人が集まりそうかどうかの感触につ

いてお答えしたいと思います。

政策統轄監（武田詢）

政策統轄監の武田でございます。先ほど町

長からもお話しありましたとおり、アンケー

トの結果でも、今、予定している２０から３

０名ほどは集まりそうかなという感触はござ

いますし、また、地域の事業者、特に商工会

の関係者にもしっかりと声かけをしていきた

いと考えておりますので、そういった方向で

参加者を確保していきたいと考えております。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。少しほっとしました。これで、何か

こういう新しい取組の時になかなか参加者が

ないのは寂しいところがありますし、前に進

まないんじゃないかなと思います。それで、

１つは、この多分ワークショップは先ほど話

をされたように機運の醸成っていうのに大き

く役立つんじゃないかなと私も考えます。募

集される時にも、説明される時にも、こんな

ふうなまちづくりをしていきたい、だから、

ご意見が必要ですというようなことをどんど

んアピールしていただいて、このワークショ

ップが機運醸成の発端になって、事業成功の

鍵になるじゃないかなと感じていますので、

ぜひとも成果を上げていただきたいなと思っ

ています。よろしくお願いします。

関連しますので、２番目の質問に移らせて

いただきます。そうした町を巻き込んだこの

事業、３年後のＮＩＰＰＯＮＩＡ事業の実施

にあたっては、古民家を活用していない既存

の店舗や事業者、または既に古民家を活用し

て事業展開している事業者との関わりをどの

ようにしていくのか非常に気になります。現

在のお考えを伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。Ｎ

ＩＰＰＯＮＩＡ事業について、古民家を活用

していない既存の店舗、事業者、または既に

古民家を活用して事業展開している事業者と

の関わりをどのようにしていくのか、現在の

考えを伺うというご質問でございます。

株式会社ＮＯＴＥと連携した観光まちづく

りの事業につきましては、単にホテルの開業

を目指すものではなく、古民家を活用した分

散型ホテルを核として、観光客の滞在時間を

延ばし、町内の周遊を促し、地域全体に利益

が波及することを目的とするものです。

したがって、今後設立を目指している民間

のまちづくり開発会社や株式会社ＮＯＴＥが

分散型ホテルやテナント施設だけで観光客を

囲い込むものではなくて、既存の店舗、事業

者や若桜町商工会、若桜町観光協会等と連携



ができるところは連携をしながら事業を展開

していくと、そういう認識でございます。

実際に他の地域の事例では、地元の観光事

業者がＮＩＰＰＯＮＩＡホテルの宿泊者向け

に体験メニューを販売しています。このよう

に地域全体で観光客を受け入れる体制が若桜

町においても構築できれば、既存の店舗、事

業者も含めて地域内でよい循環が生まれると

いうふうに考えております。

また、既存の宿泊施設への影響につきまし

ては、客層やコンセプト、価格帯が異なれば、

観光客の奪い合いにはならず、むしろ、若桜

町全体としてはこれまでよりも幅広い客層を

呼び込めるものというふうに考えております。

以上です。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。少しまた、これも安心をさせていた

だきました。既にこの２月ぐらいから宿泊を

始めている方もおられるようです。ここまで

で５０人ぐらいの宿泊があると伺いました。

なかなかまだ軌道には乗ってないかもしれま

せんが、若桜で起業して頑張ろうと思ってお

られる方がやっぱり苦しい思いをしないよう

に配慮していただきながら、全体的に広げて

いただけるとありがたいなと思っています。

だから、そういうことをすることで、この

事業で様々な立場の町民が関わって活躍する

ことで、町全体が本当にこの事業で活性化し

ていくっていうことになろうかと思いますの

で、ぜひこの事業、そういうスタンスで進め

ていただきたいと思っていますのでよろしく

お願いします。

では、この質問については終わらせていた

だいて、次の大きな２番目の質問に移らせて

いただきます。次は、社会体育事業について

質問をさせていただきます。高齢化や人口減

少に伴い、社会体育事業への参加者が減少し、

開催が難しい事業もあると感じています。こ

うした状況を打開し、町民の体力向上や健康

づくり等、スポーツを通しての交流を推進し、

社会体育事業を活性化させるために、今一度

スポーツ協会やスポーツ推進委員、若桜クラ

ブのそれぞれの役割の認識と連携が必要と考

えます。中でも、スポーツ推進委員の活動は

重要だと思います。今後のこれらの組織への

働きかけについて考えを伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。盛田教育長。

教育長（盛田恭司）

先ほどの森田二郎議員の一般質問にお答え

をします。社会体育事業を活性化させるため

には、今一度スポーツ協会やスポーツ推進委

員、若桜クラブのそれぞれの役割の認識と連

携が必要であり、中でもスポーツ推進委員の

活動は重要だと思うが、今後のこれらの組織

への働きかけについて考えを伺いますとのご

質問でございます。

本町の社会体育事業につきましては、若桜

町スポーツ協会、若桜町スポーツ推進委員、

そして総合型地域スポーツクラブである若桜

クラブと連携を図りながら推進しているとこ

ろでございますが、それぞれの組織の設立や

目的は様々でございます。

若桜町スポーツ協会は、昭和２９年に若桜

町体育委員会として発足して以来、アマチュ

アスポーツの普及や町民の健康、体力向上な

どを目的として、町民大運動会などの全町的

な事業をはじめ、加盟団体の事業としてソフ

トボール大会、グラウンドゴルフ大会などを

行っております。

また、若桜町スポーツ推進委員は、昭和３

６年にスポーツ振興法、現在のスポーツ基本

法でございますが、これが制定され、体育指

導委員が法的に位置づけられたことを受け、



若桜町においても体育指導委員、現在のスポ

ーツ推進委員でございますが、これを教育委

員会が委員として委嘱しているものでござい

ます。

スポーツ推進委員は、スポーツの推進のた

めの連絡調整や実技の指導、その他スポーツ

に関する指導・助言を行うことを目的として

おり、本町におきましては、町民大運動会の

競技種目に関する助言やニュースポーツ教室

の開催、地域に出かけての移動スポーツ教室

などを実施しております。

また、スポーツ協会が主催する町内大会と

連携し、ソフトボール教室などの各種教室や

若桜クラブとの共催による体力測定なども行

っております。また、若桜クラブにつきまし

ては、身近な地域でスポーツに親しむことが

できる新しいタイプのスポーツクラブとして、

地域住民の健康、スポーツ活動の充実や体力

の向上を狙いとして平成２５年に活動を開始

し、現在ミニトランポ、野球、バトミントン

などの定期教室を行っております。

議員のご質問の中に、中でもスポーツ推進

委員の活動が重要であるとのお話がございま

した。スポーツ推進委員は地域スポーツの中

核的役割を担っていることからも、指導者の

育成は大変重要だと考えており、八頭郡スポ

ーツ推進委員協議会研究大会のほか、鳥取県

大会、中国大会、全国大会など、様々な研修

の機会がございますので、計画的にスポーツ

推進委員の発見に努めるとともに、他自治体

の成功事例の共有、指導スキルの向上が図れ

るよう、アプローチをしてまいりたいと考え

ております。

また、本町の教育プランでは、ライフステ

ージに応じたスポーツ、リクリエーション活

動を推進することとしております。それぞれ

の組織は設立の時期も目的も異なりますが、

こうした本町の社会体育の方向性をしっかり

と共有することで、それぞれの組織が役割を

認識し、連携した活動につながるよう、努め

てまいりたいと思います。以上でございます。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

ありがとうございました。私もスポーツ基

本法を調べさせていただいたら、やはり自分

も体育指導委員時代に１４、５年ほど務めさ

せていただいて、その時点でスポーツ教室を

２つ、年間通じてやったりとか、色んな大会

の協力をさせていただきました。そうして活

動するっていうのは大変なところもあるんで

すが、いろんな方と触れ合っていろんなこと

を学ぶことができる自分づくりの場にもなっ

たと記憶しています。

見ますと、スポーツ推進委員さんのメンバ

ーが大替わりをし、若返っています。ぜひ、

そういう方に活躍していただいて、そういう

つながりの輪を広げていただけたら、そして

成長していただけたらありがたいなと思って

います。

また、先ほど教育長おっしゃいましたライ

フステージに応じたという言葉はとても響き

ました。こういう団体がしっかりと役割を果

たして、連携をして、社会体育活性化に寄与

していただきたいと思います。よろしくお願

いします。

では、関連しますので、次の質問に移りま

す。住民の高齢化や人口減少の実情に合わせ

た取組として、ウォーキング等の軽スポーツ

教室や結果を競うだけではない取組、集落や

組別対抗だけではなくて、有志によるチーム

編成や個人で楽しめる運動会、スポーツや健

康づくりの基盤を広げていく必要があると考

えます。今後のこうした取組につきまして所

見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。盛田教育長。



教育長（盛田恭司）

重ねてのご質問にお答えします。住民の高

齢化や人口減少の実情に合わせた取組として、

ウォーキング教室等の軽スポーツ教室や結果

を争うだけではない事業、集落や組別対抗だ

けではなく、有志によるチーム編成、個人で

参加できるような事業展開も増やして、スポ

ーツや健康づくりの基盤を広げていく必要が

あると考えるが、今後の取組について所見を

伺いますとのお尋ねでございます。

先ほど議員から高齢化、人口減少の実情を

踏まえたスポーツや健康づくりの基盤を広げ

ていくための提案をたくさんいただきました。

本町におきましても、多くの皆様に各種体育

事業に参加していただけるよう、様々な見直

しを行っているところでございます。

例えばスポーツ協会主催の野球大会やソフ

トボール大会等の各種大会におきましては、

複数の集落による合同チームでの参加もでき

るように見直しをしております。また、ソフ

トバレーボール大会では、男女別の競技に加

えて本年度から混成チームの部も設けたこと

で、昨年度より多くのチームに参加していた

だきました。また、ソフトテニス大会、卓球

大会では、集落に関係なく自由にペアを組む

ことができるようにしておりますし、申込方

法もＱＲコードを取り入れるなどしていると

ころでございます。今後も多くの皆様に参加

していただけるよう、適宜見直しを図ってま

いりたいと考えます。

また、今後の取組といたしましては、今年

９月に施行されました改正スポーツ基本法の

趣旨を踏まえた取組が必要であると考えます。

改正の中では、これまでのスポーツの価値に

ついて再定義が行われ、従来の「する」、「見

る」、「支える」、これは、「する」は親しむ、

「見る」は楽しむ、「支える」はサポートする

という意味でございますが、これに加えて、

新たに「集う」、「つながる」というキーワー

ドが追加されております。人と人がつながる

場所としてのスポーツ、地域社会の絆を育む

文化としてのスポーツという意味でございま

す。

スポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、ス

ポーツを支える活動に参画することができる

機会、また、スポーツに関し集う機会、スポ

ーツを通じてつながる機会が保障されること

によって一人一人が生きがいを持ち、幸福感

を得られるようにすることが大切であり、ま

た、スポーツは人間関係の希薄化等の問題を

抱える地域社会の再生に寄与するものである

と明記されました。

こうした改正の趣旨を踏まえ、町民の皆様

が自発的に身近なスポーツに親しむことで一

人一人が生きがいを持ち幸福感を得られるス

ポーツ、いわゆるウェルビーイングに貢献す

るスポーツとしての視点を持った取組を検討

していく必要があると考えております。こう

したことからも、議員からご提案をいただき

ましたことも参考に見直しを図ってまいりた

いと思います。以上でございます。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。後で私がしゃべりたいことを全部言

っていただいたような気がします。ありがと

うございます。あと、スポーツ推進委員さん

のスポーツ基本法での立場は非常勤公務員と

いうことになっています。年間の報酬をもら

いながら地域に貢献していくということも定

められておりますので、ぜひ、年に何回か行

かれる講習会で得たものを地域に還元してい

ただくっていうことをどんどんこれからもや

っていただきたいなと思っています。

それで、いくつか若桜クラブなんかとも連

携して道具を買っていただいたりとかという

ことにもなっているように思いますので、そ



ういうものが本当に上手に活用されているの

か、そしてスポーツ教室として発展し、あと

はスポーツ人口の拡大につながっているかっ

ていうところ辺りもちょっと見ていただいて、

また、これから働きかけをスポーツ協会、若

桜クラブ、スポー推進委員にお願いしたいと

思っています。よろしくお願いします。

先ほども教育長言われましたけれども、非

常に若い方も揃われましたし、新しい発想で

町を盛り上げてほしいと思っています。町民

が楽しんでいる町というのは交流が広がって

つながりも深まると思いますし、実にこうい

ったスポーツ活動やいわゆる生涯スポーツは

まちづくりの一端を担っていると言えます。

今後の一層の教育委員会をはじめ、スポーツ

団体の活躍を期待しまして私の質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。

８番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。皆さんこんにちは。８番山本です。

このたびの一般質問は地域福祉センター・ド

リーミーについてと若桜町公共施設等総合管

理計画、これは過去にも１回質問させてもら

ったことなんですけれども、この２点につい

て質問をいたします。

まず、１番目の質問をいたします。若桜町

社会福祉協議会は、若桜町立地域福祉センタ

ー・ドリーミーにおいて若ざくらふれあい作

業所、就労継続支援Ｂ型事業ということです

が、小規模作業所として平成１２年に開設し

運営されています。

ドリーミーのロビーの一角の狭いスペース

の中で数種類の製品を町内外の業者から引き

受けされています。それで、障がい者の居場

所としていうことでもございますし、その品

質を管理し、製品単価の維持をするためにも

部屋の増設等の改修が必要と思います。この

件につきましては令和２年１２月定例会で山

根議員が一般質問されまして、当時の町長の

答弁は計画的な改修に取り組んでいけるよう

進めたいという答弁でございました。町長の

所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

山本安雄議員の一般質問にお答えをいたし

ます。地域福祉センター・ドリーミーに関し

まして、若ざくらふれあい作業所では狭いス

ペースで作業をしており、品質を管理し製品

単価を維持するためにも部屋の増設等の改修

が必要であると思うが所見を伺うとのご質問

でございます。

これまでの経緯を振り返ってまいりますと、

若ざくらふれあい作業所は障がいによって一

般企業で働くことが困難な障がい者が地域で

日中の活動や軽作業を行い、生活訓練や社会

適応能力の向上を図る、いわゆる障がい者の

居場所として平成１２年の７月に若ざくらふ

れあい作業所家族会により、任意の福祉施設

として設立されました。

当時は若桜町地域福祉センター・ドリーミ

ーの一室に間借りという形で運営されており

ました。平成１８年の障害者自立支援法の施

行及びその後の改正に伴い、それまでに開設

された多くの作業所が利用者の地域での自立

した生活を目指して地域活動支援センターⅢ

型や就労継続支援Ｂ型事業所といった法定事

業所に移行する中、若ざくらふれあい作業所

におきましても平成２４年４月に若桜町社会

福祉協議会の一組織なることで法人化をしま

して、任意の福祉施設から国の公的制度に基

づく事業所へ移行をいたしました。

設立当初は５人のメンバーでスタートしま

したが、現在では１７名が利用しており、利



用者や受託作業の増加に伴い、従来の作業だ

けでは手狭となり平成２６年に作業スペース

の増築を行いましたが、平成２９年には精密

性を求められる機械部品の加工を受託するこ

ととなり、以降は議員ご指摘のとおりドリー

ミーのロビーの一角も使用し作業を行ってお

ります。

さて、ご質問の施設改修についてでありま

すが、令和２年１２月定例会における当時の

町長答弁のとおり、計画的な改修に取り組む

べく施設の指定管理者である若桜町社会福祉

協議会に対し改修の方向性や内容について検

討を依頼しておりましたが、去る１１月２８

日にその報告をいただいたところでございま

す。

その中では令和２年度に、１階に新しい浴

室を整備しましたが、残されたままの旧浴室

関連施設の撤去とそれにより生まれるスペー

スの有効活用策として作業所の作業スペース

の拡充も提案をされております。今後はその

改修案を精査し、優先順位をつけながら計画

的な改修について検討したいと考えておりま

す。以上です。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。こうやって障がい者の居場所づくり

ということで先ほども言いましたように、本

当に狭いスペースで何年も働いてこられて、

これから冬を迎えたりしますと、とっても寒

い環境の中だということでもあります。今、

町長からそのような答弁をいただきまして、

ぜひ、障害者総合支援法に基づいたところで

しっかりと応援していただけたら思います。

この質問は以上であります。

大きな２番目の質問に行きます。公共施設

等の管理についてということでございます。

若桜町公共施設等総合管理計画が計画的にま

ず行われるということには、まずもって私は

大きく期待をしておるところでございます。

この質問は、実は令和３年６月議会で１回私

がやったところでして、当時の町長もシミュ

レーションをして検討したいということでご

ざいました。

若桜町公共施設等総合管理計画は財政負担

の軽減、平準化と公共施設の最適な配置を実

現することを目的に平成２８年度に策定、さ

らには令和３年度に改定されました。計画書

第５章の適正管理に関する基本的な考え方で

は計画期間は２０２１年度から２０３０年度

までの１０年間とされています。若桜町公共

施設等総合管理計画の１３ページには取組体

制ということで記載がございます。町有財産

の適正管理や活用方法について関係部署を横

断した結果的な取組を推進しますとあります。

具体的にはどのような取組だったのかお伺い

をいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。公共施設等の管理に関しまして、若

桜町公共施設等総合管理計画の中で、「町有財

産の適正管理や活用方法について、関係部署

を横断した効果的な取り組みを推進します」

とあるが、具体的にどのように取り組んだの

かというご質問でございます。

本町が保有する公共施設等は高度経済成長

期を中心に整備されたものが多く、老朽化に

伴い更新の時期を迎え多額の財政負担が予想

されることから、健全で持続可能な行財政運

営を実現するためには、長期的な視点に立っ

て施設の長寿命化・更新・統廃合などを計画

的行う必要があります。

こうした観点から平成２８年度に「若桜町

公共施設等総合管理計画」を策定し、令和２

年度に施設ごとの具体的な管理方針を示した



「若桜町公共施設個別施設計画」を策定、ま

た、令和３年度には個別施設計画の内容を反

映させるなど「若桜町公共施設等総合管理計

画」を改定しました。

こうした計画に基づき関係部署を横断した

効果的な取り組みを推進することで、施設管

理の業務効率化や安全性向上、維持管理経費

等のコスト削減、そして施設価値の最適化を

図ることとしています。                  

一例としては、業務効率化とコスト削減を

目的に、各施設の建物災害共済保険の一括加

入や消防設備点検の一括契約を締結したり、

自動体外式除細動器、通称ＡＥＤの設置にお

ける一括リース発注など、施設管理における

包括事務手続きを執っております。これによ

り、各部署で担う業務負担を軽減するととも

に、維持管理経費の最適化を目指し取り組ん

でおります。                  

また、旧池田小学校や旧𣇃米分校につきま

しては、教育財産から用途廃止を行い、民間

企業の誘致や有事の際の指定避難所にするな

ど、遊休施設について役場組織内で各所横断

的に用途の検討や活用の取り組みを行ってま

いりました。                  

そしてその他、公共施設の設置目的を効果

的に発揮するために、１１施設で指定管理者

制度を導入しており、行政サービスの充実と

施設の良好な管理運営に努めているところで

ございます。

引き続き、関係部署間で連携して施設の最

適配置の実現や計画的な保全による維持管理

コストの縮減を目指すことで、公共施設にか

かる財政負担を軽減し、持続可能な財政運営

に努めてまいりたいと思います。以上です。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。関係部署間での具体的な取組という

ことをお尋ねしたところですけれども、この

コスト削減だったり、経費の削減の部分では

具体的にどういう具体的な活動としてどうだ

ということはちょっと確認することはできま

せんでしたが、部署の連携というようなとこ

ろでは、具体的なものとしてはどんなことに

なったんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。具体例として先ほど答弁をいたしま

したけれども、例えば各施設の建物災害共済

保険の一括加入とか、消防設備点検の一括契

約、あるいはＡＥＤの設置における一括リー

スの発注といった、そういった施設管理の包

括的な事務手続を取っておるというのが１つ

の例と言えるかと思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。ちょっと私のイメージしていたこと

はちょっと異なったものですけれども、先ほ

ど町長、答弁の中で長寿命化ということも計

画の中にも最初に謳ってあるんだけれども、

その長寿命化に向けての取組というところに

ついては連携した中でですよ、どのようなこ

とをされたのかお尋ねをいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。これにつきましては公共施設の内容

といいますか、カテゴリーによってそれぞれ

ございまして、例えば道路橋梁であるとか、

上下水道でありますとか、そういうインフラ



系については国の法律なり、各省庁の指導と

いいますか、定める基準等によりまして長寿

命化計画を策定し、それに基づいて必要な改

修なり維持管理をしているという、そういっ

たスキームができておりまして、それに従っ

てやっておるということでございます。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。引き続いて長寿命化に向けて取り組

んでいきたいと思います。続いてこの２番目

の質問です。この計画書の中にはＰＤＣＡサ

イクルによる成果・効果の検証についてとい

うことになっておりますが、どのように効果

検証されたのかお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。若

桜町公共施設等総合管理計画に基づいて、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる成果、効果の検証につ

いてはどのようにされたのか、とのご質問で

す。

現状といたしましては、道路や上下水道等

のインフラについては、国の各省庁が定めて

いる法律や指針、各種整備基準に準拠し、内

容によって国庫補助要件などに適した長寿命

化計画等を策定し、ＰＤＣＡサイクルを活用

して適切な施設整備を進めているところです。

上下水道施設におけるＰＤＣＡサイクルを

例に申し上げますと、Ｐｌａｎ（計画）では

長寿命化計画や各ストックマネジメント計画

等を策定しており、施設の将来予測や効率的

な運営等を定め、経営戦略を作成しておりま

す。これにより、施設の老朽化状況や更新・

統合の優先度等を明確化した上で、国が定め

る水質基準や施設構造基準と整合をとってお

ります。

Ｄｏ（実施）の部分では、計画に沿って工

事や維持管理を実施し、工事進捗や予算執行

状況、国の技術基準への適合、設備稼働状況

を随時確認し、管理台帳等に記録しておりま

す。

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）の部分では、設

備の健全度や維持管理コストの推移、国の基

準との整合性を外部専門家の査定や、水質検

査・設備点検結果を踏まえた技術評価によっ

て効果検証を実施しております。

最後の、Ａｃｔ（改善）の部分では、これ

らの評価結果を上下水道事業計画に反映し、

施設の集約・統合、予算配分、設備改良の方

法等の見直しにつなげている状況であります。

以上がインフラの例として申し上げました

が、公共施設については、「若桜学園」や「若

桜氷ノ山高原の宿氷太くん」、「若桜町公民館」

などは、不特定多数が利用する特殊建築物と

して建築基準法に基づいて定期点検調査を実

施しておりますし、町営スキー場内の施設に

ついては、毎年、老朽化点検等を独自に実施

し、その結果に基づいて必要な改修を行って

おります。

その他のこども園、温水プール等の建物に

つきましては、法律や指針等に基づく定期的

な点検や改修計画等は、個別には策定してい

ませんが、劣化状況を現場で確認しながら適

宜、改修等を加えています。

このように施設ごとに各施設の老朽化状況

や利用頻度を加味し、若桜町総合計画や若桜

町過疎地域持続的発展計画等の関係する諸計

画と照らしながら、適宜必要な施設改修を実

施して長寿命化を図っております。

近年では、施設の劣化状況にとどまらず、

物価高騰や賃金上昇という外部環境の変化に

より施設運営費や業務委託料など施設マネジ

メントへの影響が大きくなってきております。

引き続き、外部環境の変化も踏まえながら長



期的な視点を持った更新・統廃合・長寿命化

等を図るとともに、施策の効果向上や行政運

営の効率化を目指して、財政負担の軽減・平

準化に取り組んでまいりたいと思います。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。上下水道の部分からＰＤＣＡサイク

ルはこうやっているんだということでござい

まして、その他不特定の分だったり、スキー

場関係だとか、色々あるわけですけれども、

先ほどの梶原議員のところでもあったと思い

ますけれども、地域住民の関わりだったり、

地元の意向というようなこともございます。

それから、先ほど町長も優先順位も考えなが

ら、ということでございましたが、ここにつ

いては、例えば利用者だとか、そこら辺りと

の利用効果を上げるという観点から、そこら

との意見交換だとか、そういうようなことは

考えてはおられないんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。優先順位をつけながら、というとこ

ろでのお話であるかと思いますけれども、や

はり最近本当に維持管理のコストがかなり増

えておるということは実感しておるところで

ございまして、建物の老朽化であったり、施

設や備品の故障であったり、加えて資材や工

事費の高騰というのが非常に財政を圧迫して

きておるということは非常に考えておりまし

て、限られた予算の中でより優先順位を意識

した維持管理が必要であるというふうに思っ

ております。

優先順位というのは、やはり町民がどの程

度利用されているかということであったり、

業務の優先度ですね、重要な業務か、あるい

は次に送れる業務かというようなこともあり

ますし、その有利な財源があるかどうかとい

うようなことも優先順位を考える上では必要

になってくると思います。その中で、利用の

状況がどうなのか、あるいは利用者の意向が

どうなのかというようなことも判断の材料の

一つとなってまいります。

それで、具体的に施設の、例えば廃止であ

ったり、統合っていうようなことが問題に上

がってくれば、当然そこの利用者の状況なり

は聞き取りをするということになってまいり

ます。例えば、池田の花ノ木プールは今年度

から利用をやめましたけれども、その時には

地元の意向等も十分お聞きをしながら決定し

たというような経緯もございますし、そうい

う利用者の聞き取りというものも必要に応じ

てやっていくということでございます。

議長（川上守）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。限られた予算の中で財政を意識しな

がら、それから町民ニーズを確認しながら管

理していくと、全くそのとおりだろうと思っ

ております。

管理の方法には色々あろうかとは思います

が、先ほど指定管理制度も検討しながらやっ

ているんだと１番目の質問でありましたけれ

ども、こうやって先ほど町長もおっしゃって

いますけれども、状況として人口減少問題の

こともあります。

先ほどありました老朽化、財政状況等々が

あるわけですけれども、行政として今後のシ

ミュレーションをしっかり住民参画という観

点も踏まえて住民合意を図っていきながら推

し進めていって、これから本当に、若桜町の

財政もそうですし、住民がどこまで関わって

いけるんだというような大きな課題だなと私



は思っておるところです。ぜひ、推し進めて

いっていただきたいということを要望して、

私の質問は終わります。

議長（川上守）

これで一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。

   午前１１時１３分  散 会


